
○労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)  別紙様式第２号 

改正案 現行 

別紙様式第２号（第 21条第 1 項関係） 

第  期（  年  月  日現在）貸借対照表 
年  月  日作成     住    所 
年  月  日備付        労働金庫名 

                     理 事 長 氏  名       印 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

千円

 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
金融商品等受入担保金 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債 
（略） 

千円 

（記載上の注意） 

1．～9． （略）  

 
（以下略） 

別紙様式第２号（第 21条第 1 項関係） 

第  期（  年  月  日現在）貸借対照表 
年  月  日作成     住    所 
年  月  日備付        労働金庫名 

                     理 事 長 氏  名       印 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

千円 
 
 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債 
（略） 

千円 

（記載上の注意） 

1．～9． （略）  

 
（以下略） 

 



○労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)  別紙様式第６号 

改正案 現行 

別紙様式第 6 号（第 21条第 1 項関係） 

第  期（  年  月  日現在）貸借対照表 
年    月   日作成     住   所 
年   月   日備付        労働金庫連合会名 

                   理  事  長 氏名            印 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
金融商品等差入担保金 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

百万円

 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
金融商品等受入担保金 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

代 理 業 務 勘 定

賞 与 引 当 金

（略） 

百万円 

（記載上の注意） 

1．～9． （略）  

 
（以下略） 

別紙様式第 6 号（第 21条第 1 項関係） 

第  期（  年  月  日現在）貸借対照表 
年    月   日作成     住   所 
年   月   日備付        労働金庫連合会名 

                   理  事  長 氏名            印 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

百万円 
 
 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

代 理 業 務 勘 定

賞 与 引 当 金

（略） 

百万円 

（記載上の注意） 

1．～9． （略）  

 
（以下略） 

 



○労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)  別紙様式第９号 

改正案 現行 

別紙様式第 9 号（第 113 条第 1項関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

業 務 報 告 書 

（略） 

第  ２  貸  借  対  照  表 
第  期末    年  月  日現在             （労働金庫名） 

科       目 金 額 科       目 金 額 
（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
金融商品等差入担保金 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

千円 
 

（略） 
金 融 派 生 商 品

金融商品等受入担保金

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

（略） 

千円

  （記載上の注意） 
   1．～9．  （略） 

（以下略） 

別紙様式第 9 号（第 113 条第 1項関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

                業 務 報 告 書 

（略） 

   第  ２  貸  借  対  照  表 
第  期末    年  月  日現在             （労働金庫名） 

科       目 金 額 科       目 金 額 
（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

千円 
 

（略） 
金 融 派 生 商 品

 
リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

（略） 

千円

（記載上の注意） 
   1．～9．  （略） 

（以下略） 
 

 



○労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)  別紙様式第１０号 

改正案 現行 

別紙様式第 10 号（第 113 条第 1項関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

業 務 報 告 書 

（略） 

第  ２  貸  借  対  照  表 
第  期末    年  月  日現在          （労働金庫連合会名） 

科       目 金 額 科       目 金 額 
（略） 

未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
金融商品等差入担保金 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

百万円 
 

（略） 
金 融 派 生 商 品

金融商品等受入担保金

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

代 理 業 務 勘 定

賞 与 引 当 金

（略） 

百万円

  （記載上の注意） 
   1．～9．  （略） 

（以下略） 

別紙様式第 10 号（第 113 条第 1項関係）                         

（日本工業規格Ａ４） 

                業 務 報 告 書 

（略） 

   第  ２  貸  借  対  照  表 
第  期末    年  月  日現在          （労働金庫連合会名） 

科       目 金 額 科       目 金 額 
（略） 

未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
リ ー ス 投 資 資 産 

（略） 

百万円 
 

（略） 
金 融 派 生 商 品

 
リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

代 理 業 務 勘 定

賞 与 引 当 金

（略） 

百万円

（記載上の注意） 
   1．～9．  （略） 

（以下略） 
 

 




